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第１章 調査の概要 

１．調査の目的 

この調査は、千葉県の歯科保健状況を把握し、今日まで行われてきた種々の対策の効果につい

て検討を行い、「千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例」の推進及び「第２次千葉県歯・口腔保

健計画」策定のための必要な基礎資料を得ることを目的とする。 
 

２．調査の対象 

（１）１歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査 
平成 29 年８月に市町村で実施する全ての１歳６か月児及び３歳児歯科健康診査を受診した

幼児の保護者 

（２）児童生徒歯科保健実態調査 

・平成 22 年度千葉県児童生徒歯科保健実態調査に協力した県内公立小学校 22 校の第１学年 

及び第４学年、県内公立中学校 22校の第１学年、県立高等学校の９校の第１学年 

・一部の県立特別支援学校の小学部・中学部・高等部の全学年、全クラス 

 

３．調査の期日 

（１）１歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査 
平成 29 年８月（市町村で実施する１歳６か月児及び３歳児歯科健康診査と共に実施） 

（２）児童生徒歯科保健実態調査 

平成 29 年７月から８月 

 
４．主な調査事項 

（１）１歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査 
ア 歯口清掃の状況  イ 間食の摂取状況      ウ フッ化物の塗布状況 
エ 育児の状況    オ 保護者の保健行動の状況  カ その他 

（２）児童生徒歯科保健実態調査 

ア 間食の摂取状況    イ 甘味飲料の摂取状況  ウ 歯口清掃の状況 
エ フッ化物の応用状況  オ 保健行動の状況    カ その他 

 

５．調査の方法 

（１）１歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査 
各市町村において、保護者へ調査票を配布する（郵送又は健診当日）。保護者は調査票に記

入後、市町村に提出し、市町村は取りまとめて県庁へ提出する。 

（２）児童生徒歯科保健実態調査 

各学校において、児童生徒に調査票を配布する。児童生徒（小学校第１学年及び特別支援学

校の小学部・中学部・一部高等部の児童生徒については保護者）は、調査票に記入後、学校に

提出し、学校は取りまとめて県庁へ提出する。 
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６．調査票等 

（１）１歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査 
調査票等は次のとおりとし、あらかじめ千葉県健康福祉部長から市町村長に送付する。 

ア １歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査票（第１号様式） 
イ １歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査票送付票（第２号様式） 

（２）児童生徒歯科保健実態調査 

調査票等は次のとおりとし、あらかじめ千葉県健康福祉部長から調査協力校の校長に送付す

る。 
ア 千葉県児童生徒歯科保健実態調査票（小学校第１学年用、小学校第４学年用、中学校第１

学年用、高等学校第１学年用、特別支援学校保護者用、特別支援学校高等部・生徒用） 
イ 千葉県児童生徒歯科保健実態調査票送付票 

 
７．調査の実施 

（１）１歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査 
この調査は、次の事項からなっており、調査票記入要領の定めるところにより作成する。 

ア 保護者が記入する事項 
（注）健診時に保健師等が保護者等に質問し記入しても差し支えない。 

イ 市町村が、健診結果を記入する事項 
１歳６か月児及び３歳児歯科健康診査の結果（う歯罹患型、う歯数）を記入する。 

（２）児童生徒歯科保健実態調査 

この調査は、保護者または児童生徒が記入する。 
 

≪調査実施状況≫ 
●１歳６か月児及び３歳児歯科保健実態調査・・・54市町村中 48 市町村実施、回答者 5,523 人 
 習志野市 八千代市(※1) 鎌ケ谷市 市川市 浦安市 松戸市 流山市 我孫子市 野田市 成田市 
 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 酒々井町(※1) 栄町(※2) 香取市(※1) 多古町 
 東庄町(※2) 銚子市 旭市 匝瑳市(※1) 東金市 山武市 大網白里市 芝山町(※2) 横芝光町(※1)  
茂原市 一宮町(※1) 睦沢町 長生村(※2) 白子町(※1) 長柄町 いすみ市 大多喜町 御宿町  
館山市 鴨川市(※1) 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 市原市 千葉市 船橋市 柏市 

(※1)…１歳６か月児のみ実施  (※2)…３歳児のみ実施 

 
●児童生徒歯科保健実態調査 

（※）…平成 29 年５月１日現在 

 

 全学校数（※） 調査実施学校数 回答者数 
公立小学校 794 校 22 校 1,198 人 

公立中学校 377 校（市町村立・県立） 22 校 624 人 

県立高等学校 121 校（全日制） ９校 359 人 

県立特別支援学校 36 校 ３校 680 人 


